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１  はじ めに 

 

 １ －１  背景 

公共工事は、 国民生活及び経済活動の基盤と なる 社会資本を 整備する も のと し て社

会経済上重要な意義を 有し ており 、 その品質は、 現在及び将来の国民のために確保さ

れなければなら ない。  

し かし 、 公共工事の受注を めぐ る 価格競争が激化し 、 著し い低価格によ る 入札が急

増する と と も に下請業者や労働者へのし わ寄せ等によ る 品質低下に関する 懸念が生

じ ていた。  

こ のよ う な背景の下、 平成１ ７ 年４ 月１ 日に「 公共工事の品質確保の促進に関する

法律（ 品確法） 」 が施行さ れ、 法第３ 条「 基本理念」 において、 「 公共工事の品質は

（ 省略） 、 経済性に配慮し つつ価格以外の多様な要素を 考慮し 、 価格及び品質が総合

的に優れた内容の契約がなさ れる こ と によ り 、 確保さ れなければなら ない。 」 と 謳わ

れ、 発注者の責務と し て、 技術的能力を 有する 者によ る 競争を 実現し 、 経済性に配慮

し つつ、 価格以外の多様な要素を も 考慮し た、 価格及び品質が総合的に優れた内容の

契約がなさ れる こ と が求めら れている 。  

  ま た、 平成１ ７ 年８ 月に閣議決定さ れた「 公共工事の品質確保の促進に関する 施策

を総合的に推進する ための基本的な方針について（ 基本方針） 」 においても 、 「 契約

の相手方の決定に当たっては、 価格と 技術提案の内容等を 総合的に評価し なければな

ら ない。 」 と 謳われており 、 「 総合評価落札方式」 の適用を基本と する こ と など が示

さ れている 。  

  本県においても 、 品確法及び基本方針を踏ま えつつ、 青森県の実情に即し た「 総合

評価落札方式」 を 平成１ ８ 年度に導入し 、 平成２ １ 年度から は、 設計額５ 千万円以上

の工事は原則と し て全て総合評価落札方式で実施し ている 。  

 

１ －２  本ガイ ド ラ イ ンの目的 

  「 総合評価落札方式」 においては、 こ れま での価格だけの競争方式と 異なり 、 技術

提案等を 評価する ための評価項目の設定が必要と なる 。  

  ま た、 本方式によ り 入札契約を 行う 場合は、 地方自治法施行令第１ ６ ７ 条の１ ０ の

２ 第４ 項に、 必要な段階で「 学識経験を 有する 者の意見を 聴かなければなら ない」 旨

規定さ れている 。  

  こ のため、 本ガイ ド ラ イ ンは、 青森県農林水産部発注工事について、 品確法及び基

本方針に基づき 、 「 総合評価落札方式」 によ る 円滑な入札契約を実施する ための効果

的・ 効率的な評価項目の設定の基本的な方法や、 必要な実施手順を 示すこ と を 目的と

し ている 。  
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２  総合評価落札方式の概要 

 

２ －１  総合評価落札方式の特徴 

 「 総合評価落札方式」 は、 入札者から 提示さ れた価格と 技術提案の内容等について総

合的に評価を行い、 発注者にと って最も 価値の高い申込みを行った者を落札者と し て選

定できる 入札契約方式である 。  

   

 例えば、 工事目的物の品質や施工に係る 技術的課題の解決のほか、 広く 公共工事に求

めら れる 社会的要請（ 例えば、 環境の維持、 リ サイ ク ルの推進等） への貢献など、 当該

工事の実施を通じ て価格以外の価値・ サービスをいかに県民に提供でき る かと いったこ

と を、 ユーザーである県民の視点から 追求して行く こ と が重要である 。  

 

 こ の観点から 、 当該工事に係る 技術提案のほかに、 企業の有する技術力や配置予定技

術者の能力等を評価する こ と も 有効である 。  

 

 「 総合評価落札方式」 の選択については、 ４ －１ （ Ｐ １ １ ） による も のと する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入札契約方式 

総合評価落札方式 

・ 価格 

・ 技術提案等 

 

総合評価 

 

 

・ 現場が抱える 課題解決 

・ 社会的要請への貢献 
目 的 

手 段 落札者の決定 
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２ －２  総合評価の方法 

 

２ －２ －１  総合評価の概略手順 

 本方式における 入札は、 おおむね次のよ う にし て行なわれる。  

①「 評価項目」 を提示。  

②「 技術提案」 と し て入札者から 提示さ れた性能、 機能、 技術等（ 以下「 性能等」 と

いう 。 ） の「 価格以外の要素」 を点数（ 以下「 評価点」 と いう 。 ） で評価。  

③ 入札者によ る 「 価格」 の入札。  

④ 技術提案と し て提示さ れた性能等に対する「 評価点」 と 、 入札した「 価格」 と の

「 総合評価」 により 落札者を決定。  

 

２ －２ －２  総合評価の方式 

 「 価格」 及び「 性能等」 に係る 総合評価は、 入札者の申込みに係る 「 性能等」 各評価

項目の得点と 価格を基に算定する 「 価格評価点」 と の合計をも って行う 「 加算方式」 と

する 。  

 

２ －２ －３  加算方式 

 加算方式は、 価格のみの競争では品質不良や施工不良と いったリ スク の増大が懸念さ

れる 場合に、施工の確実性を実現する 技術力を評価する こ と でこ れら のリ スク を低減し 、

工事品質の確保を図る観点から 、 価格に技術力を加味する 手法であり 、 具体的には、 次

式で示す最も 評価値が大きい入札者を落札者と する 。  

 

 

 必ずし も 最も 安い価格の入札者が落札者と なる と は限ら ない。  

 し たがって、 評価項目の設定については検討が必要である 。  

 

２ －２ －３ －１  評価点の算定方法 

（ １ ）  価格評価点 

 価格評価点は一般的に次式によ り 算定する。  

 

 

         Ａは価格評価点の満点を示す係数 

 こ の場合、 入札価格が低いほど価格評価点が比例し て大き く なるこ と から 低価格入札

を助長する おそれがある 。 著し い低価格入札は各種の問題点が指摘さ れている と こ ろで

あり 、 その抑制策と し て、 次式のよ う に入札価格が低入札調査の調査基準価格以下の場

合には係数を乗じ 、入札価格の低下に応じ た価格評価点の増分を低減さ せる 方法がある 。 

 

 

評価値＝価格評価点＋価格以外の評価点 

価格評価点＝A×(１－入札価格／予定価格) 

価格評価点＝A×{(１－調査基準価格／予定価格) 

＋α×（調査基準価格―入札価格）／予定価格} 
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 なお、 過度の積算競争の防止を図る 対応と し て、 価格評価点を算定する 際には入札価

格の一万円未満を切上げし て算定する （ 入札価格は変わら ず、 算定上の扱いである ）。  

 

（ ２ ） 評価項目の設定 

評価項目は、 工事ごと の特性や周辺状況を勘案し 、 適切に設定するも のと する 。  

  一つの工事において評価項目を複数設定する こ と も 可能である。  

評価項目の設定方法については、 ４ －３ （ Ｐ １ ５ ） によ るも のと する 。  

 

（ ３ ） 価格以外の評価点 

評価項目ごと に評価を行い、 その評価の程度に応じ て評価点を与える 。  

 

 

 

２ －２ －３ －２  落札者決定の方法 

  落札者は、 次の二つの要件を満足する 提案を行った者のう ち、 最も 評価値が大き い

入札者から 決定さ れる。  

αは価格評価点の増を低減させる係数

で、α＜１とする 

価格以外の評価点＝Σ各評価項目の評価点 

入札価格

価格評価点

調査基準価格

A×（1－入札価格／予定価格）

A×｛（1－調査基準価格／予定価格）

＋α×（調査基準価格－入札価格）／予定価格｝

価格評価点の算出価格評価点の算定 
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①は、 予定価格の上限拘束性を示す規定である。  

②は、 入札公告に定めた入札参加資格要件を満たしているこ と 、 また、 施工計画等の技術提案

を求めた場合は、 明示した施工条件や要求要件を満たしているこ と を規定するも のである。  

 

２ －２ －４  総合評価落札方式の入札体系 

 

  総合評価落札方式は、 原則と し て、 請負工事設計額が５ 千万円以上の工事（ 低入札

価格調査制度対象工事） を対象と する 。  

 

 総合評価落札方式には、 地方自治法施行令の規定上、 最低制限価格を適用できない。  

 

 また、 本県における総合評価落札方式には、 「 標準型」 、 「 簡易型Ⅰ」 、 「 簡易型Ⅱ」

及び「 高度技術提案型」 がある が、 「 高度技術提案型」 については、 特殊な工事に限定

さ れるこ と 、 多様な技術提案方式がある こ と などから 、 工事内容に応じ て個別に検討す

る も のと する 。  

 

 なお、 「 標準型」 、 「 簡易型Ⅰ」 、 「 簡易型Ⅱ」 （ 詳細は、 ４ －１ 参照（ Ｐ １ １ ） ）

の区分イ メ ージは、 次図「 品確法に係る 入札・ 契約方法の見直し 」 を参照さ れたい。  

 

 

 

  

《 二つの要件》  

① 入札価格が予定価格の制限の範囲内である こ と 。  

② 価格以外の要素に係る 提案が、 全ての評価項目に関する 最低限の要求

要件を満たし ているこ と 。  
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１ ）

２ ）

（ 必要に応じ て協議）

３ ） 【 １ 回目】

４ ）

５ ）

６ ）

７ ）

（ ※１ ）

８ ） （ ※２ ）

農林水産事務所等

企業の参加申込
（ 技術提案書の提出）

農林水産事務所等

技術的工夫の余地が小さ く 「 簡易型Ⅱ」
を適用する 場合は、 一括審査と する こ と
ができ る 。資格審査

農林水産事務所等

「 農林水産事務所等」 と は、 各農林水産
事務所及び水産事務所を示す。

【 技術審査会】
　 落札者決定基準の決定

窓口： 担当事業課
担当事業課によ る 案件説明

【 指名委員会等】

農林水産部

技術審査会と 指名委員会等は、 構成メ ンバー、 運営方法、
開催日が同じ である 。

総合評価落札方式の公告
入札説明書の交付

対象工事の選定、 評価基準等の確
認及び助言

担当事業課 庁内関係課

総合評価審査員（ 学識経験者） への
意見聴取（ ※２ ）

・ 公所の長等は落札者決定基準（ 案） に対し て意見を聴く 。
　 【 地方自治法施行令第167条10の2】
（ こ のと き 、 技術提案の評価結果に対する 意見聴取【 ２ 回
　 目のこ と 】 が必要と 公所の長等が判断する 場合には、 学識
　 経験者へ説明する ）
（ ま た、 こ のと き 、 落札者を決定し よ う と する と き の意見聴取
　 （ ３ 回目のこ と ） の必要性を学識経験者に確認する 。 ）
・ 年度はじ め等において、 担当事業課が
　 総合評価落札方式の制度について説明を行う 。

≪２ 回目が必要な場合≫
　 ①公所の長等が「 客観性の確保や識見の不足を補う 等
　 　 　 の理由から 意見聴取が必要」 と 判断し た場合

担当事業課

３　手続の流れ

３－１　手続の流れ（基本的な事務フロー）
１億円以上の工事

総合評価落札方式対象工事の選定及
び落札者決定基準（ 案） 作成

農林水産事務所等（ ※１ ）

対象工事の選定及び落札者決定基準
の最終（ 案） 作成
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９ ）

１ ０ ）

１ １ ） 【 ２ 回目】

１ ３ ）

１ ４ ）

１ ５ ） 【 ３ 回目】

１ ６ ）

落札者決定基準（ 案） の意見聴取時【 １ 回目のこ と 】

に「 落札者を決定し よ う と する と き に改めて意見聴取が
必要」 と し た場合に意見を聴く 。
【 地方自治法施行令第167条10の2】

（ 学識経験者が必要と し た場合）

総合評価審査員への意見聴取

参加資格の確認結果の通知

農林水産事務所等

入　 　 　 　 札
総合評価の実施 ・ 落札者の決定

農林水産事務所等

農林水産事務所等

１ ２ ）

【 農林水産事務所技術審査会】
技術提案の評価結果の審査

農林水産事務所等

 技術提案における ヒ アリ ング
標準型において、 特に配置技術者の技術力を必要と する 場
合に、 全社に対し て行う 。

農林水産事務所等

技術提案書の審査
及び評価結果作成

農林水産事務所等

（ 公所の長等が必要と し た場合）

　 　 総合評価審査員への意見聴取

落札者決定基準（ 案） の意見聴取時【 １ 回目のこ と 】 に
「 技術提案の評価結果に対し て改めて意見聴取が必要」 と
し た場合に意見を聴く 。 【 青森県ルール】

農林水産事務所等

※意見聴取後、【農林水産事務所技術審査会】を開催し落札者
　の決定に係る審査を行う。

担当事業課

契約締結
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１ ）

２ ） 【 １ 回目】

３）

４ ）

（ 必要に応じ て協議）

５ ）

６ ）

７ ）

（ ※１ ）

農林水産事務所等

企業の参加申込
（ 技術提案書の提出）

「 農林水産事務所等」 と は、 各農林水産
事務所及び水産事務所を示す。

農林水産事務所等

農林水産事務所等 農林水産政策課

【 農林水産事務所技術審査会】
落札者決定基準の決定

農林水産事務所等

総合評価落札方式の公告
入札説明書の交付

↑発注設計書作成前を想定

↓発注設計書作成後を想定

総合評価落札方式対象工事の選定及
び落札者決定基準（ 案） 作成

農林水産事務所等

対象工事の選定及び落札者決定基準
の最終（ 案） 作成

対象工事の選定、 評価基準等の確
認及び助言

３－２　手続の流れ（基本的な事務フロー）
１億円未満の工事

一括審査等資料の作成

※一括審査は、 年度初め、 四半期毎の発注見通し 公表時期、
　 補正予算等の追加時期等を想定し ている 。
※なお、 公所の長等の判断によ り 、 総合評価落札方式対象
　 工事の選定及び落札者決定基準を作成する 。

農林水産事務所等（ ※１ ）

総合評価審査員（ 学識経験者） への
意見聴取（ 一括審査等）

・ 公所の長等は落札者決定基準（ 案） に対し て意見を聴く 。
　 【 地方自治法施行令第167条10の2】
（ こ のと き 、 落札者を決定し よ う と する と き の意見聴取【 ２
　 回目のこ と 】 の必要性を学識経験者へ確認する 。 ）
・ 年度はじ め等において、 担当事業課が
　 総合評価落札方式の制度について説明を行う 。

農林水産事務所等
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８ ）

９ ）

１ ０ ）

１ １ ）

１ ２ ）

１ ３ ） 【 ２ 回目】

１ ４ ）

契約締結

農林水産事務所等

農林水産事務所等

入　 　 　 　 札
総合評価の実施 ・ 落札者の決定

農林水産事務所等

（ 学識経験者が必要と し た場合）

　 　 総合評価審査員への意見聴取

落札者決定基準（ 案） の意見聴取時【 １ 回目のこ と 】 に、
「 落札者を決定し よ う と する と き に改めて意見聴取が必要」
と し た場合に意見を聴く 。
【 地方自治法施行令第167条10の2】

※意見聴取後、【農林水産事務所技術審査会】を開催し
　落札者の決定に係る審査を行う。農林水産事務所等

技術提案書の審査
及び評価結果作成

農林水産事務所等

【 農林水産事務所技術審査会】
技術提案の評価結果の審査

農林水産事務所等

参加資格の確認結果の通知

資格審査

農林水産事務所等
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４  実施の手順 

 

４ －１  総合評価落札方式の選択 

 対象工事の特性（ 規模、 技術的な工夫の余地等） に応じ て、 「 標準型」 又は「 簡易型( Ⅰ

・ Ⅱ) 」 のいずれかの総合評価方式を選択する 。  

 なお、 「 高度技術提案型」 については、 本ガイ ド ラ イ ンでは対象と し ないが、 工事内容

（ 工事規模、 高度技術等） に応じ て必要な場合は、 個別に検討する 。  

 技術力を評価する 総合評価落札方式の区分については、 次ページの「 工事における 技術

力・ 技術提案の評価及び活用」 に示すと おり である 。  

 

（ １ ） 標準型 

 技術的な工夫の余地が大き い工事において、 発注者の求める 工事内容を実現する ための

施工上の技術提案を求める 場合には、 工事目的物の性能・ 機能向上等の観点から 技術提案

を求め、 価格と の総合評価を行う 。  

 

（ ２ ） 簡易型Ⅰ 

 技術的な工夫の余地が小さ い工事においては、施工計画の実施手順の妥当性や安全対策、

交通・ 環境への影響等の観点から 技術提案を求め、 価格と の総合評価を行う 。  

 

（ ３ ） 簡易型Ⅱ（ 基本型、 若手等チャ レンジ型）  

 技術的な工夫の余地がほと んど無い工事においては、 同種工事の経験、 工事成績等に基

づく 技術力と 価格と の総合評価を行う 。  

  なお、 本県建設業において、 技術者の技術力の継承・ 若手技術者等の育成及び担い手不

足等が重要な課題と なっている こ と から 、経験の少ない若手技術者等の育成に資する ため、

簡易型Ⅱのう ち「 技術者の能力」 よ り も 「 企業の施工実績」 を重視する こ と によ って適正

な施工が可能なごく 一般的な工事については、 「 若手等チャ レンジ型」 を適用する 。  

 「 標準型」 及び「 簡易型( Ⅰ・ Ⅱ) 」 における 評価内容については次のと おり である 。  

 

「 標準型」 と 「 簡易型(Ⅰ・ Ⅱ) 」 の評価内容 

評価の観点 評価の対象 標準型 簡易型Ⅰ 簡易型Ⅱ 

 

 

技術力評価 

 

 

企業の施工実績 ● ● ● 

配置予定技術者の能力 ● ● ● 

配置予定技術者の能力（ ヒ アリ ング） ▲   

地理的条件  ● ● ● 

地域貢献   ● ● ● 

 

技術提案 

 

 

簡易な施工計画   ● ●  

総合的なコ スト  ●   

工事目的物の性能・ 機能 ●   

社会的要請  ●   

                                                               ▲： 必要に応じ て   
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４ －２  対象工事の選定 

 

 総合評価落札方式「 標準型」 は、 技術提案等を評価する こ と によ って相当程度の性能、

機能等の向上が期待さ れる 工事に適用さ れる 。 すなわち、 発注者が技術評価に相当する 対

価を支払っても 総合的に価値を高める べき と 考える 工事である 。  

 具体的には、 構造物自体の強度や耐久性と いった「 性能・ 機能」 の向上に関する 技術提

案を求める 橋梁やト ンネル等の工事、 施工中における 騒音の低下や規制車線数の減少と い

った環境の維持、 交通の確保、 特別な安全対策、 省資源対策・ リ サイ ク ル対策等の「 社会

的要請」 に関する 技術提案を求める 工事、 こ のほか、 工事価格以外の補償費、 ラ イ フサイ

ク ルコ ス ト の削減等の「 総合的なコ ス ト 」 に関する 技術提案を求める 工事が対象と なる 。  

 その他の一般的な工事は、 施工上の課題に対し 技術的工夫の余地が小さ い工事について

は、 その工種や当該現場への理解度を確認する ために簡易な施工計画を求め、 工事成績・

施工実績等に基づく 技術力と 併せて評価する 「 簡易型Ⅰ」 と 、 技術的工夫の余地がほと ん

どなく 、 施工計画を求める ま でも ない工事に対し て、 工事成績・ 施工実績等によ り 技術力

を評価する 「 簡易型Ⅱ」 を適用する 。  

 なお、 大規模な工事、 特殊な工事について、 本県においては当面、 その工事内容によ り

必要に応じ て「 高度技術提案型」 の適用を個別に検討する 。  

 「 標準型」 及び「 簡易型( Ⅰ・ Ⅱ) 」 の選定に当たっては、 次ページの「 技術提案を求め

る ための施工上の技術的課題のチェ ッ ク シート 」 によ り 課題を抽出し 、 課題の難易度、 技

術的工夫の大小に応じ て型式を決定する 。  

 

  型式決定の目安は、  

 （ １ ） 施工上の技術的課題があり 、  

       かつ、 その課題に対し て技術的工夫を要する 場合 ・ ・  「 標準型」  

 （ ２ ） 施工上の技術的課題がある 場合 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・  「 簡易型Ⅰ」  

 （ ３ ） 施工上の技術的課題・ 工夫の余地がほと んど無い場合 ・ ・ ・  「 簡易型Ⅱ」  

と する 。   

13



             技術提案を求める ための施工上の技術的課題のチェ ッ ク シート  

総合的なコ

スト  

 

 

 

 

補償 □ 補償を要する 工事で工期の短縮が補償費の削減につながる 。  

維持費等 

 

 

 

□ 維持管理費の縮減につながる 。  

□ 建築物の保全費用の縮減につながる 。  

□ 非常用自家用発電機の燃料消費率の縮減につながる 。  

□ 変圧器の変換損失値の縮減につながる 。  

その他 □ その他（                    ）  

工事目的物

の性能・ 機

能 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

性能・ 機能 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ 土の締め固め具合について管理を要する 。 （ 築堤等）  

□

□ 

 

豪雨時の土砂の流出対策を要する 。 （ 築堤等）  

材料やコ ンク リ ート の特別な品質管理・ 出来形の管理が求め

ら れる 。  

□ 施工数量によ り 、 設備の機能・ 性能が向上する 。  

□ 

 

自動車専用道や交通量の多い道路等で走行性・ 低騒音が求め

ら れる 。 （ アスファ ルト 舗装）  

□ 

 

アスファ ルト 舗装材の敷均し 時の温度管理が求めら れる 。 （

冬期施工）  

□ 

 

構造物の内部状況や自然状況に応じ て、 施工方法の変更等の

臨機応変な対応が必要。 （ 橋梁補修等）  

□ 建築物の断熱性能が求めら れる 。  

□ 周辺の環境や街並みと の景観の調和が求めら れる 。  

□ その他（                    ）  

社会的要請 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

近接施工 

 

 

 

 

□ 鉄道営業線があり 、 施工に配慮を要する 。  

□ 架空線があり 、 施工に配慮を要する 。  

□ 地下埋設物があり 、 施工に配慮を要する 。  

□ 民家があり 、 施工に配慮を要する 。  

□ 病院・ 学校等の重要施設があり 、 施工に配慮を要する 。  

現道作業 

 

□ 施工に当たり 交通規制が伴う 。  

□ 施工に当たり 、 歩行者の安全対策に配慮を要する 。  

水質汚濁 

 

□ 水質汚濁防止の対策が必要。  

□ 地下水遮断の対策が必要。  

振動・ 騒音 □ 施工に当たり 、 振動・ 騒音対策が必要。  

大気汚染 

 

□ 粉塵発生の抑制対策が必要。  

□ Ｃ Ｏ2 排出の抑制対策が必要。  

地盤沈下 □ 施工に当たり 、 地盤沈下対策が必要。  

環境 □ 自然保護区域内や希少動植物への配慮が必要。  

特別な 

安全対策 

□ 既存施設利用者の安全対策が必要。  

□ 円滑な工事車両の誘導が必要。  

省資源及び 

リ サイ ク ル 

□ リ サイ ク ル製品の活用が必要。  

□ 建設副産物の抑制対策が必要。  

その他 □ その他（                    ）  
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４ －３  評価項目及び評価基準 

 

４ －３ －１  評価項目及び評価基準の設定 

 

（ １ ） 標準型 

 標準型においては、 企業の技術力評価を施工実績や配置予定技術者の能力等によ り 評価

を行う と と も に、 施工計画や施工上の技術的課題に係る 技術提案を求め、 技術提案の実現

性、 有効性を評価する 。  

 なお、 必要に応じ て、 配置予定技術者へのヒ アリ ングを行い、 評価を行う 。  

 基本的な評価項目及び評価基準については、『 「 標準型」 の評価項目及び評価基準』 （ Ｐ

１ ６ ～１ ７ ） に示すと おり である 。  

 

（ ２ ） 簡易型Ⅰ・ Ⅱ 

 簡易型Ⅰにおいては、 企業の技術力評価を施工実績や配置予定技術者の能力等によ り 評

価を行う と と も に、 簡易な施工計画や施工上の課題への対応の提出を求め、 当該工事や当

該現場への理解度等を評価する 。  

 簡易型Ⅱ（ 基本型） においては、 企業の技術力評価を施工実績や配置予定技術者の能力

等によ り 評価を行う 。  

 簡易型Ⅱ（ 若手等チャ レンジ型） においては、 簡易型Ⅱ（ 基本型） の企業の技術力評価

に対し 、 配置予定技術者の能力よ り も 企業の施工実績を重視し 評価を行う 。  

 基本的な評価項目及び評価基準については、『 「 簡易型Ⅰ」 の評価項目及び評価基準』 、

『 「 簡易型Ⅱ（ 基本型） 」 の評価項目及び評価基準』 及び『 「 簡易型Ⅱ（ 若手等チャ レン

ジ） 」 の評価項目及び評価基準』 （ Ｐ １ ８ ～Ｐ ２ １ ） に示すと おり である 。  

 

（ ３ ） 最低限の要求要件 

 入札の実施に当たっては、 入札へ参加する 者に必要な資格要件を設ける ほか、 標準型・

簡易型Ⅰにおいて施工計画等の技術提案を求める 場合には、 必要に応じ て施工条件や要求

要件※（ 最低限の要求要件、 評価する 上限値がある 場合には上限値） を設け、 こ れら の要

求要件を満たし ている 場合にのみ点数を付与し 、 満たし ていない場合は欠格と し て入札参

加資格を与えないも のと する 。  

 こ の場合は、 その旨あら かじ め入札説明書等で明示する も のと する 。  

 

※技術提案に係る 施工条件や要求要件の設定例 

   工事排水 pH値、 SS 値、 騒音 dB値、 現道作業時間など 
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評価基準 配点

国又は青森県発注で同種工事の実績有り 2. 0

その他の公共工事発注機関で同種工事の実績有り 1. 0

上記以外 0. 0

８ ４ 点以上（ ８ ３ 点以上） 4. 0

８ ３ 点以上８ ４ 点未満（ ８ ２ 点以上８ ３ 点未満） 3. 5

８ ２ 点以上８ ３ 点未満（ ８ １ 点以上８ ２ 点未満） 3. 0

８ １ 点以上８ ２ 点未満（ ８ ０ 点以上８ １ 点未満） 2. 5

８ ０ 点以上８ １ 点未満（ ７ ９ 点以上８ ０ 点未満） 2. 0

７ ９ 点以上８ ０ 点未満（ ７ ８ 点以上７ ９ 点未満） 1. 5

７ ８ 点以上７ ９ 点未満（ ７ ７ 点以上７ ８ 点未満） 1. 0

７ ８ 点未満（ ７ ７ 点未満） 0. 0

国又は青森県の組織から 表彰の実績有り 1. 0

上記以外 0. 0

自社保有又は共同保有で持ち分比率が５ ０ ％以上 2. 0

共同保有で持ち分比率が５ ０ ％未満
2. 0×持
ち 分比率

保有無し 0. 0

本工事に使用する プラ ント の保有有り （ 自社又は共同） 1. 0

上記以外（ 本工事に使用する プラ ント の保有無し ） 0. 0

工事施工箇所の地域内に本店を有する 3. 0

上記以外 0. 0

技術士（ ※５ ）
１ 級建築士かつ１ 級建築施工管理技士

2. 0

１ 級土木施工管理技士
１ 級建築士又は１ 級建築施工管理技士

1. 0

上記以外 0. 0

継続教育の推奨単位数を満たし ている
（ 各団体の証明有り ）

1. 0

上記以外 0. 0

国又は青森県発注で同種工事の実績有り 2. 0

その他の公共工事発注機関で同種工事の実績有り 1. 0

上記以外 0. 0

国又は青森県の組織から 表彰の実績有り 1. 0

上記以外 0. 0

週休２ 日確保工事の実施証明書有り 1. 0

上記以外 0. 0

Ｉ Ｃ Ｔ 活用工事の全面活用の証明書有り 1. 0

Ｉ Ｃ Ｔ 活用工事の部分活用の証明書有り 0. 5

上記以外 0. 0

県と 災害協定を締結し ており 、 かつ災害協定に基づく 災害活動
の実績有り

4. 0

県と 災害協定を締結し ている 2. 0

上記以外 0. 0

地域内（ ※３ ） における 防災への協力体制の実績有り 2. 0

上記以外 0. 0

地域内（ ※３ ） における 県管理道路の除雪業務委託かつ県管理
公共土木施設の維持管理工事等の実績有り

4. 0

地域内（ ※３ ） における 県管理道路の除雪業務委託又は県管理
公共土木施設の維持管理工事等の実績有り

2. 0

上記以外 0. 0

地域内（ ※３ ） における 社会貢献活動の実績有り 2. 0

上記以外 0. 0

※１ 「 対象工事に使用する 作業船の保有」 の評価対象は、 土木一式工事の海上・ 海中工事に限る 。
※２ 「 アス ファ ルト プラ ント 保有状況の有無」 の評価対象は、 単独で保有のほか、 共同保有

出資、 共同企業体と し て参画し ている 企業を対象と し 、 舗装工事に限り 評価の対象と する 。

※３ 地域内と は、 入札説明書に記載さ れた地域と する 。

※４

※５

※６

※７ 「 除雪業務及び維持管理工事等の実績」 の評価対象は、 土木一式工事及び舗装工事に限る 。

■ 各評価項目の詳細は、 「 総合評価落札方式の運用の手引き 」 によ る 。

／ 1. 0

対象工事に使用する 作業船
の保有（ ※１ ）

電気設備工事・ 管工事等については、 それぞれ電気工事施工管理技士・ 管工事施工管理技士等と 読み替えて適用する 。
ま た、 解体工事については、 「 1級土木施工管理技士」 又は「 1級建築施工管理技士」 を、 「 登録解体基幹技能者」 に読
み替える こ と ができ る 。

橋梁維持工事については、 「 技術士」 のほか「 １ 級土木施工管理技士かつ橋梁Ａ Ｍ点検士( 道路部門) かつ橋梁補修技術
研修会受講者」 も 評価対象と する 。

令和５ 年度以降における 除
雪業務及び維持管理工事等
の実績（ ※７ ）

令和６ 年度以降における 社
会貢献活動の有無

地域防災への協力体制の有
無

「 Ｉ Ｃ Ｔ 活用工事の実績の有無」 については、 建築一式工事、 電気工事、 電気通信工事、 管工事、 機械器具設置工事及
び解体工事は、 評価対象外と する 。

災害協定締結及び災害活動
の実績の有無

地域貢献

週休２ 日確保工事の実績の
有無

Ｉ Ｃ Ｔ 活用工事の実績の有
無（ ※６ ）

優良工事技術者表彰等の有
無

配置予定
技術者の

能力

主任（ 監理） 技術者の保有
する 資格（ ※４ ）
　 　 上段： 土木工事
　 　 下段： 建築工事

継続教育の取組状況

平成２ ３ 年度以降における
主任（ 監理） 技術者又は現
場代理人と し ての施工経験
の有無

地理的条件
地域内における 本店の所在
地の有無（ ※３ ）

県発注工事の
令和４ 年から
令和７ 年ま での工事成績評
定の平均点

※（ 　 ） は、 建築一式工
事、 電気工事及び管工事

優良工事表彰等の有無

「 標準型」 の評価項目及び評価基準　 １ ／２ （ 令和８ 年度）

＜　 技術力評価（ １ ） 　 ＞

評価項目

平成２ ３ 年度以降における
同種工事の施工実績の有無

企業の施工
実績

アス フ ァ ルト プラ ント 保有
の有無（ ※２ ）

得点

／ 2. 0

／ 4. 0

／ 1. 0

／ 2. 0

／ 3. 0

／ 2. 0

／ 1. 0

／ 2. 0

／ 1. 0

／ 1. 0

／ 1. 0

／ 4. 0

／ 2. 0

／ 4. 0

／ 2. 0

総計 ／ 33. 0
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＜　 技術力評価（ ２ ） 　 ＞（ ヒ アリ ングを行う 場合）
評価基準 配点

評価基準 配点

・ 提案数値によ る 定量評価
・ 提案内容に対する 定性評価
（ 優・ 良・ 可の判定等）
・ コ ス ト と し て評価
・ 提案数値によ る 定量評価 ※

・ 提案内容に対する 定性評価
（ 優・ 良・ 可の判定等）

・ 提案数値によ る 定量評価
・ 提案内容に対する 定性評価
（ 優・ 良・ 可の判定等）

※８

※９ 橋梁維持工事については、 発注者が指定し た「 施工計画の適切性に関する 課題（ 様式－９ ） 」 を評価項目と する 。

「 総合的なコ ス ト 」 「 工事目的物の性能・ 機能」 「 社会的要請」 の項目については、 こ のう ち１ ～３ 項目を選んで  設
定し 、 その点数が合計２ ０ 点満点になる よ う 各項目に配点する 。

提示し た資材の全てについて70％以上の県産資材の活用が見ら
れる

上記以外

施工計画

技術提案の実現性、 有効性
を確認する ための施工計画
の適切性
・ 与条件と の整合性
・ 技術的裏付け等
（ ※９ ）

施工計画が現地の環境条件（ 地形、 地質、 環境、 地域特性等）
を踏ま えて適切であり 、 優位な工夫が見ら れる

施工計画が現地の環境条件を踏ま えており 適切である

不適切ではないが一般的事項のみの記載と なっている

社会的要請
（ ※８ ）

交通規制日数の短縮等の提
案内容

総合的なコ
ス ト

（ ※８ ）

ラ イ フ サイ ク ルコ ス ト 及び
その他コ ス ト に関する 提案
内容

工事目的物
の性能・ 機
能（ ※８ ）

性能・ 機能向上に関する 提
案内容

配置予定技
術者の能力
（ ヒ アリ ン

グ）

技術者の専門技術力

・ 関連分野における 施工経
験や知識量
・ 担当工事における 主体
性、 創意工夫の取組　 等

県産資材の活用

※　 ヒ アリ ングを行った場合は、 ＜技術力評価（ １ ） ＞の総計に加算

＜　 技術提案　 ＞
評価項目

実績と し て挙げた工事の担当分野に中心的・ 主体的に参画し 、
創意工夫等の積極的な取組が確認でき る

実績と し て挙げた工事の担当分野において適切な工事管理を
行ったこ と が確認でき る

その他

技術者のコ ミ ュ ニケーショ
ン能力

質問に対する 応答が明快、 かつ迅速である

その他

その他

当該工事の理解度・ 取組姿
勢

・ 当該工事の施工上の課題
や問題点等の理解度
・ 課題への対応に関する 技
術的な裏付け
・ 疑問点等に対する 質問等
の積極性　 等

当該工事について適切に理解し た上で、 施工上の提案等積極的
な取組姿勢が見ら れる

当該工事について適切に理解し ている

「 標準型」 の評価項目及び評価基準　 ２ ／２ （ 令和８  ７ 年度）

評価項目

0. 0

2. 0
0. 0

4. 0

／

2. 0
4. 0

20. 0

10. 0

0. 0

4. 0

／
2. 0

4. 0

0. 0

2. 0
／

0. 0

／20. 0 20. 0

総計
※

／
10. 0

20. 0

／

総計 ／ 41. 0

1. 0
／ 1. 0
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評価基準 配点

国又は青森県発注で同種工事の実績有り 2. 0

その他の公共工事発注機関で同種工事の実績有り 1. 0

上記以外 0. 0

８ ４ 点以上（ ８ ３ 点以上） 4. 0

８ ３ 点以上８ ４ 点未満（ ８ ２ 点以上８ ３ 点未満） 3. 5

８ ２ 点以上８ ３ 点未満（ ８ １ 点以上８ ２ 点未満） 3. 0

８ １ 点以上８ ２ 点未満（ ８ ０ 点以上８ １ 点未満） 2. 5

８ ０ 点以上８ １ 点未満（ ７ ９ 点以上８ ０ 点未満） 2. 0

７ ９ 点以上８ ０ 点未満（ ７ ８ 点以上７ ９ 点未満） 1. 5

７ ８ 点以上７ ９ 点未満（ ７ ７ 点以上７ ８ 点未満） 1. 0

７ ８ 点未満（ ７ ７ 点未満） 0. 0

国又は青森県の組織から 表彰の実績有り 1. 0

上記以外 0. 0

自社保有又は共同保有で持ち分比率が５ ０ ％以上 2. 0

共同保有で持ち分比率が５ ０ ％未満
2. 0×持
ち 分比率

保有無し 0. 0

本工事に使用する プラ ント の保有有り （ 自社又は共同） 1. 0

上記以外（ 本工事に使用する プラ ント の保有無し ） 0. 0

工事施工箇所の地域内に本店を有する 3. 0

上記以外 0. 0

技術士
１ 級建築士かつ１ 級建築施工管理技士

2. 0

１ 級土木施工管理技士
１ 級建築士又は１ 級建築施工管理技士

1. 0

上記以外 0. 0

継続教育の推奨単位数を満たし ている
（ 各団体の証明有り ）

1. 0

上記以外 0. 0

国又は青森県発注で同種工事の実績有り 2. 0

その他の公共工事発注機関で同種工事の実績有り 1. 0

上記以外 0. 0

国又は青森県の組織から 表彰の実績有り 1. 0

上記以外 0. 0

週休２ 日確保工事の実施証明書有り 1. 0

上記以外 0. 0

Ｉ Ｃ Ｔ 活用工事の全面活用の証明書有り 1. 0

Ｉ Ｃ Ｔ 活用工事の部分活用の証明書有り 0. 5

上記以外 0. 0

県と 災害協定を締結し ており 、 かつ災害協定に基づく 災害活動
の実績有り

4. 0

県と 災害協定を締結し ている 2. 0

上記以外 0. 0

地域内（ ※３ ） における 防災への協力体制の実績有り 2. 0

上記以外 0. 0

地域内（ ※３ ） における 県管理道路の除雪業務委託かつ県管理
公共土木施設の維持管理工事等の実績有り

4. 0

地域内（ ※３ ） における 県管理道路の除雪業務委託又は県管理
公共土木施設の維持管理工事等の実績有り

2. 0

上記以外 0. 0

地域内（ ※３ ） における 社会貢献活動の実績有り 2. 0

上記以外 0. 0

※１ 「 対象工事に使用する 作業船の保有」 の評価対象は、 土木一式工事の海上・ 海中工事に限る 。

※２ 「 アス ファ ルト プラ ント 保有状況の有無」 の評価対象は、 単独で保有のほか、 共同保有

出資、 共同企業体と し て参画し ている 企業を対象と し 、 舗装工事に限り 評価の対象と する 。

※３ 地域内と は、 入札説明書に記載さ れた地域と する 。

※４

※５

※６ 「 除雪業務及び維持管理工事等の実績」 の評価対象は、 土木一式工事及び舗装工事に限る 。

■ 各評価項目の詳細は、 「 総合評価落札方式の運用の手引き 」 によ る 。

／ 1. 0

企業の施工
実績

電気設備工事・ 管工事等については、 それぞれ電気工事施工管理技士・ 管工事施工管理技士等と 読み替えて適用する 。
ま た、 解体工事については、 「 1級土木施工管理技士」 又は「 1級建築施工管理技士」 を、 「 登録解体基幹技能者」 に読
み替える こ と ができ る 。

地域貢献

災害協定締結及び災害活動
の実績の有無

令和５ 年度以降における 除
雪業務及び維持管理工事等
の実績（ ※６ ）

令和６ 年度以降における 社
会貢献活動の有無

「 Ｉ Ｃ Ｔ 活用工事の実績の有無」 については、 建築一式工事、 電気工事、 電気通信工事、 管工事、 機械器具設置工事及
び解体工事は、 評価対象外と する 。

地域防災への協力体制の有
無

週休２ 日確保工事の実績の
有無

Ｉ Ｃ Ｔ 活用工事の実績の有
無（ ※５ ）

優良工事技術者表彰等の有
無

配置予定
技術者の

能力

主任（ 監理） 技術者の保有
する 資格（ ※４ ）
　 　 上段： 土木工事
　 　 下段： 建築工事

継続教育の取組状況

平成２ ３ 年度以降における
主任（ 監理） 技術者又は現
場代理人と し ての施工経験
の有無

地理的条件
地域内における 本店の所在
地の有無（ ※３ ）

県発注工事の
令和４ 年から
令和７ 年ま での工事成績評
定の平均点

※（ 　 ） は、 建築一式工
事、 電気工事及び管工事

優良工事表彰等の有無

「 簡易型Ⅰ」 の評価項目及び評価基準　 １ ／２ （ 令和８ 年度）

＜　 技術力評価　 ＞

評価項目

平成２ ３ 年度以降における
同種工事の施工実績の有無

アス フ ァ ルト プラ ント 保有
の有無（ ※２ ）

対象工事に使用する 作業船
の保有（ ※１ ）

得点

／ 2. 0

／ 4. 0

／ 1. 0

／ 2. 0

／ 3. 0

／ 2. 0

／ 1. 0

／ 2. 0

／ 1. 0

／ 1. 0

／ 1. 0

／ 4. 0

／ 2. 0

／ 4. 0

／ 2. 0

総計 ／ 33. 0
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評価基準 配点

3. 0

2. 0

1. 0

工事の手順は適切である が、 工夫が見ら れない 0. 0

全面活用（ 施工プロ セス 全てで活用） 3. 0

部分活用（ 施工プロ セス ２ つ以上活用） 1. 5

活用なし 0. 0

6. 0

4. 0

2. 0

適切である が工夫が見ら れない 0. 0

提示し た資材の全てについて70％以上の県産資材の活用が見ら
れる

1. 0

上記以外 0. 0

※７

※８ 優・ 良・ 可の判定等、 工事・ 現場への理解度を評価する 。

県産資材の活用

施工プロ セス は全部で５ つ（ ①３ 次元起工測量、 ②３ 次元設計データ 作成、 ③Ｉ Ｃ Ｔ 建設機械によ る 施工、 ④３ 次元出
来形管理等の施工管理、 ⑤３ 次元データ の納品） と し 、 各工種における 全面活用と 一部活用の考え方については、 「 総
合評価落札方式の運用の手引き 」 によ る 。

Ｉ Ｃ Ｔ 施工・ ３ 次元化等の
活用提案（ ※７ ）

発注者が指定し た施工上の
課題への対応の適切性

・ 与条件と の整合性
・ 理解度
・ 対応方針の裏付け等

課題への対応が現地の環境条件（ 地形、 地質、 環境、 地域特性
等） を踏ま えて適切であり 、 安全対策等の工夫が見ら れる
（ ※８ ）

評価項目

施工計画

施工計画の実施手順の妥当
性

工事の手順が適切であり 、 工夫（ 新技術の活用、 実現可能なア
イ デア等） が見ら れる

「 簡易型Ⅰ」 の評価項目及び評価基準　 ２ ／２ （ 令和８ 年度）

＜　 技術提案　 ＞

1. 0

／ 3. 0

総計 ／ 13. 0

／ 3. 0

／ 6. 0

／
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評価基準 配点

国又は青森県発注で同種工事の実績有り 1. 0

その他の公共工事発注機関で同種工事の実績有り 0. 5

上記以外 0. 0

８ ４ 点以上（ ８ ３ 点以上） 4. 0

８ ３ 点以上８ ４ 点未満（ ８ ２ 点以上８ ３ 点未満） 3. 5

８ ２ 点以上８ ３ 点未満（ ８ １ 点以上８ ２ 点未満） 3. 0

８ １ 点以上８ ２ 点未満（ ８ ０ 点以上８ １ 点未満） 2. 5

８ ０ 点以上８ １ 点未満（ ７ ９ 点以上８ ０ 点未満） 2. 0

７ ９ 点以上８ ０ 点未満（ ７ ８ 点以上７ ９ 点未満） 1. 5

７ ８ 点以上７ ９ 点未満（ ７ ７ 点以上７ ８ 点未満） 1. 0

７ ８ 点未満（ ７ ７ 点未満） 0. 0

国又は青森県の組織から 表彰の実績有り 0. 5

上記以外 0. 0

主任（ 監理） 技術者への配置 1. 0

現場代理人への配置 0. 5

上記以外 0. 0

自社保有又は共同保有で持ち分比率が５ ０ ％以上 2. 0

共同保有で持ち分比率が５ ０ ％未満
2. 0×持
ち分比率

保有無し 0. 0

本工事に使用する プラ ン ト の保有有り （ 自社又は共同） 1. 0

上記以外（ 本工事に使用する プラ ント の保有無し ） 0. 0

全面的な活用（ 施工プロ セス 全てで活用） 1. 0

一部活用（ 施工プロ セス ２ つ以上活用） 0. 5

上記以外 0. 0

工事施工箇所の地域内に本店を 有する 1. 0

上記以外 0. 0

技術士
１ 級建築士かつ１ 級建築施工管理技士

2. 0

１ 級土木施工管理技士
１ 級建築士又は１ 級建築施工管理技士

1. 0

上記以外 0. 0

継続教育の推奨単位数を 満たし ている
（ 各団体の証明有り ）

1. 0

上記以外 0. 0

国又は青森県発注で同種工事の実績有り 1. 0

その他の公共工事発注機関で同種工事の実績有り 0. 5

上記以外 0. 0

国又は青森県の組織から 表彰の実績有り 0. 5

上記以外 0. 0

週休２ 日確保工事の実施証明書有り 1. 0

上記以外 0. 0

Ｉ Ｃ Ｔ 活用工事の全面活用の証明書有り 1. 0

Ｉ Ｃ Ｔ 活用工事の部分活用の証明書有り 0. 5

上記以外 0. 0

提示し た資材の全てについて70％以上の県産資材の活用が見ら
れる

1. 0

上記以外 0. 0

県と 災害協定を 締結し ており 、 かつ災害協定に基づく 災害活動
の実績有り

2. 0

県と 災害協定を 締結し ている 1. 0

上記以外 0. 0

地域内（ ※４ ） における 防災への協力体制の実績有り 1. 0

上記以外 0. 0

地域内（ ※４ ） における 県管理道路の除雪業務委託かつ県管理
公共土木施設の維持管理工事等の実績有り

2. 0

地域内（ ※４ ） における 県管理道路の除雪業務委託又は県管理
公共土木施設の維持管理工事等の実績有り

1. 0

上記以外 0. 0

地域内（ ※４ ） における 社会貢献活動の実績有り 1. 0

上記以外 0. 0

※１ 「 対象工事に使用する 作業船の保有」 の評価対象は、 土木一式工事の海上・ 海中工事に限る 。

※２ 「 アス フ ァ ルト プラ ン ト 保有状況の有無」 の評価対象は、 単独で保有のほか、 共同保有

出資、 共同企業体と し て参画し ている 企業を 対象と し 、 舗装工事に限り 評価の対象と する 。

※３

※４ 地域内と は、 入札説明書に記載さ れた地域と する 。

※５

※６

※７ 「 除雪業務及び維持管理工事等の実績」 の評価対象は、 土木一式工事及び舗装工事に限る 。

■ 各評価項目の詳細は、 「 総合評価落札方式の運用の手引き 」 によ る 。

「 Ｉ Ｃ Ｔ 活用工事の実績の有無」 については、 建築一式工事、 電気工事、 電気通信工事、 管工事、 機械器具設置工事
及び解体工事は、 評価対象外と する 。

アス フ ァ ルト プラ ント 保有
の有無（ ※２ ）

／ 1. 0

電気設備工事・ 管工事等については、 それぞれ電気工事施工管理技士・ 管工事施工管理技士等と 読み替えて適用す
る 。 ま た、 解体工事については、 「 1級土木施工管理技士」 又は「 1級建築施工管理技士」 を 、 「 登録解体基幹技能
者」 に読み替える こ と ができ る 。

／ 2. 0

／ 1. 0

総計 ／ 25. 0

／ 2. 0

／ 1. 0

／ 1. 0

／ 1. 0

／ 0. 5

／ 1. 0

／ 1. 0

／ 1. 0

／ 1. 0

／ 2. 0

／ 2. 0

／ 1. 0

／ 0. 5

／ 1. 0

得点

／ 1. 0

／ 4. 0

　 施工プロ セス は全部で５ つ（ ①３ 次元起工測量、 ②３ 次元設計データ 作成、 ③Ｉ Ｃ Ｔ 建設機械によ る 施工、 ④３ 次
元出来形管理、 ⑤３ 次元データ の納品） と し 、 各工種における 全面活用と 一部活用の考え方については、 「 総合評価
落札方式の運用の手引き 」 によ る 。 簡易型Ⅱの受注者希望型を 対象と する 。

災害協定締結及び災害活動
の実績の有無

若手技術者又は女性技術者
の配置の有無

対象工事に使用する 作業船
の保有（ ※１ ）

配置予定
技術者の

能力

主任（ 監理） 技術者の保有
する 資格（ ※５ ）
　 　 上段： 土木工事
　 　 下段： 建築工事

継続教育の取組状況

平成２ ３ 年度以降における
主任（ 監理） 技術者又は現
場代理人と し ての施工経験
の有無

地理的条件
地域内における 本店の所在
地の有無（ ※４ ）

Ｉ Ｃ Ｔ 活用工事の実績の有
無（ ※６ ）

週休２ 日確保工事の実績の
有無

優良工事技術者表彰等の有
無

県発注工事の
令和４ 年から
令和７ 年ま での工事成績評
定の平均点

※（ 　 ） は、 建築一式工
事、 電気工事及び管工事

優良工事表彰等の有無

工事「 簡易型Ⅱ（ 基本型） 」 の評価項目及び評価基準　 １ ／１ （ 令和８ 年度）

＜　 技術力評価　 ＞

評価項目

平成２ ３ 年度以降における
同種工事の施工実績の有無

令和６ 年度以降における 社
会貢献活動の有無

Ｉ Ｃ Ｔ 施工・ ３ 次元化等の
活用提案（ ※３ ）

地域貢献

県産資材の活用

企業の施工
実績

令和５ 年度以降における 除
雪業務及び維持管理工事等
の実績（ ※７ ）

地域防災への協力体制の有
無
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評価基準 配点

国又は青森県発注で同種工事の実績有り 2. 0

その他の公共工事発注機関で同種工事の実績有り 1. 0

上記以外 0. 0

８ ４ 点以上（ ８ ３ 点以上） 4. 0

８ ３ 点以上８ ４ 点未満（ ８ ２ 点以上８ ３ 点未満） 3. 5

８ ２ 点以上８ ３ 点未満（ ８ １ 点以上８ ２ 点未満） 3. 0

８ １ 点以上８ ２ 点未満（ ８ ０ 点以上８ １ 点未満） 2. 5

８ ０ 点以上８ １ 点未満（ ７ ９ 点以上８ ０ 点未満） 2. 0

７ ９ 点以上８ ０ 点未満（ ７ ８ 点以上７ ９ 点未満） 1. 5

７ ８ 点以上７ ９ 点未満（ ７ ７ 点以上７ ８ 点未満） 1. 0

７ ８ 点未満（ ７ ７ 点未満） 0. 0

国又は青森県の組織から 表彰の実績有り 0. 5

上記以外 0. 0

主任（ 監理） 技術者への配置 2. 0

現場代理人への配置 1. 0

上記以外 0. 0

自社保有又は共同保有で持ち分比率が５ ０ ％以上 2. 0

共同保有で持ち分比率が５ ０ ％未満
2. 0×持
ち 分比率

保有無し 0. 0

本工事に使用する プラ ント の保有有り （ 自社又は共同） 1. 0

上記以外（ 本工事に使用する プラ ント の保有無し ） 0. 0

全面的な活用（ 施工プロ セス 全てで活用） 1. 0

一部活用（ 施工プロ セス ２ つ以上活用） 0. 5

上記以外 0. 0

工事施工箇所の地域内に本店を有する 1. 0

上記以外 0. 0

技術士
１ 級建築士かつ１ 級建築施工管理技士

2. 0

１ 級土木施工管理技士
１ 級建築士又は１ 級建築施工管理技士

1. 0

上記以外 0. 0

継続教育の推奨単位数を満たし ている
（ 各団体の証明有り ）

1. 0

上記以外 0. 0

提示し た資材の全てについて70％以上の県産資材の活用が見ら
れる

1. 0

上記以外 0. 0

県と 災害協定を締結し ており 、 かつ災害協定に基づく 災害活動
の実績有り

2. 0

県と 災害協定を締結し ている 1. 0

上記以外 0. 0

地域内（ ※４ ） における 防災への協力体制の実績有り 1. 0

上記以外 0. 0

地域内（ ※４ ） における 県管理道路の除雪業務委託かつ県管理
公共土木施設の維持管理工事等の実績有り

2. 0

地域内（ ※４ ） における 県管理道路の除雪業務委託又は県管理
公共土木施設の維持管理工事等の実績有り

1. 0

上記以外 0. 0

地域内（ ※４ ） における 社会貢献活動の実績有り 1. 0

上記以外 0. 0

※１ 「 対象工事に使用する 作業船の保有」 の評価対象は、 土木一式工事の海上・ 海中工事に限る 。

※２ 「 アス ファ ルト プラ ント 保有状況の有無」 の評価対象は、 単独で保有のほか、 共同保有

出資、 共同企業体と し て参画し ている 企業を対象と し 、 舗装工事に限り 評価の対象と する 。

※３

※４ 地域内と は、 入札説明書に記載さ れた地域と する 。

※５

※６ 「 除雪業務及び維持管理工事等の実績」 の評価対象は、 土木一式工事及び舗装工事に限る 。

■ 各評価項目の詳細は、 「 総合評価落札方式の運用の手引き 」 によ る 。

／ 2. 0

／ 1. 0

総計 ／ 23. 5

／ 2. 0

／ 1. 0

／ 1. 0

／ 1. 0

／ 1. 0

／ 2. 0

／ 1. 0

／ 1. 0

／ 0. 5

／ 2. 0

／ 2. 0

得点

／ 2. 0

／ 4. 0

電気設備工事・ 管工事等については、 それぞれ電気工事施工管理技士・ 管工事施工管理技士等と 読み替えて適用する 。
ま た、 解体工事については、 「 1級土木施工管理技士」 又は「 1級建築施工管理技士」 を、 「 登録解体基幹技能者」 に読
み替える こ と ができ る 。

　 施工プロ セス は全部で５ つ（ ①３ 次元起工測量、 ②３ 次元設計データ 作成、 ③Ｉ Ｃ Ｔ 建設機械によ る 施工、 ④３ 次元
出来形管理、 ⑤３ 次元データ の納品） と し 、 各工種における 全面活用と 一部活用の考え方については、 「 総合評価落札
方式の運用の手引き 」 によ る 。 簡易型Ⅱの受注者希望型を対象と する 。

令和６ 年度以降における 社
会貢献活動の有無

地域貢献

令和５ 年度以降における 除
雪業務及び維持管理工事等
の実績（ ※６ ）

県産資材の活用

地域防災への協力体制の有
無

災害協定締結及び災害活動
の実績の有無

「 簡易型Ⅱ（ 若手チャ レ ンジ型） 」 の評価項目及び評価基準　 １ ／１ （ 令和８ 年度）

＜　 技術力評価　 ＞

評価項目

配置予定技
術者の能力

主任（ 監理） 技術者の保有
する 資格（ ※５ ）
　 　 上段： 土木工事
　 　 下段： 建築工事

継続教育の取組状況

Ｉ Ｃ Ｔ 施工・ ３ 次元化等の
活用提案（ ※３ ）

県発注工事の
令和４ 年から
令和７ 年ま での工事成績評
定の平均点

※（ 　 ） は、 建築一式工
事、 電気工事及び管工事

優良工事表彰等の有無

対象工事に使用する 作業船
の保有（ ※１ ）

アス フ ァ ルト プラ ント 保有
の有無（ ※２ ）

地理的条件
地域内における 本店の所在
地の有無（ ※４ ）

若手技術者又は女性技術者
の配置の有無

企業の施工
実績

平成２ ３ 年度以降における
同種工事の施工実績の有無
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４ －３ －２  価格以外の評価点、 価格評価点の設定 

 

（ １ ） 価格以外の評価点、 価格評価点 

 

 いずれの型式も 加算方式で行い、 技術力等を評価する 価格以外の評価点は、 標準型は４

０ 点満点、 簡易型Ⅰは３ ０ 点満点、 簡易型Ⅱは２ ０ 点満点と する 。  

 内訳は次のと おり と する 。  

 ・  標準型 ： 技術力評価（ １ ０ 点満点） ＋技術提案（ ３ ０ 点満点）  ＝４ ０ 点満点 

 ・  簡易型Ⅰ： 技術力評価（ １ ５ 点満点） ＋技術提案（ １ ５ 点満点）  ＝３ ０ 点満点 

 ・  簡易型Ⅱ： 技術力評価（ ２ ０ 点満点）              ＝２ ０ 点満点 

 し たがって、 個別工事の価格以外の評価点は 

 ・  標準型 ： １ ０ 点 × （ 評価得点） ／（ 評価満点） ＋ 

        ３ ０ 点 × （ 評価得点） ／（ 評価満点）  

 ・  簡易型Ⅰ： １ ５ 点 × （ 評価得点） ／（ 評価満点） ＋ 

        １ ５ 点 × （ 評価得点） ／（ 評価満点）  

 ・  簡易型Ⅱ： ２ ０ 点 × （ 評価得点） ／（ 評価満点） と なる 。  

 

 価格評価点は、 配点を７ ０ 点と し 、 次式によ り 算定する 。  

ア 入札価格≧調査基準価格の場合 

   価格評価点＝７ ０ 点×（ １ －入札価格／予定価格）  

イ  入札価格＜調査基準価格の場合 

   価格評価点＝７ ０ 点×{ （ １ －調査基準価格／予定価格）  

          ＋０ . ５ ×（ 調査基準価格－入札価格） ／予定価格 }  

  

   ※過度の積算競争の防止を図る 対応と し て、 価格評価点を算定する 際には入札価格

の一万円未満を切上げし て算定する（ 入札価格は変わら ず、算定上の扱いである ）。 

※評価点は有効桁数を設けない。 （ 開札一覧表では、 便宜上、 小数点３ 位で表示 

する こ と が多い。 ）  

 

（ ２ ） 技術提案評価の手法 

 性能等を評価する 場合は、 客観的な判定ができ る よ う 、 極力数値化でき る「 ①数値方式」

によ る も のと し 、 数値化が困難で定性的に判定せざる を得ないも のについては、 「 ②判定

方式」 又は「 ③順位方式」 のいずれか適切なも のによ る 。  

 

 ① 数値方式（ 定量的評価）  

 こ の方式は、 評価項目の性能等の数値を評価指標と し 、 その数値の範囲に応じ て点数

を付与する 方式である 。  

 標準的には、 提示さ れた最高の性能等の数値にその評価項目の点数の満点を、 最低限

の要求要件を満たす性能等の数値に０ 点を付与する 。 ま た、 中間の性能等については、

それぞれの性能等の数値に応じ て按分し た（ ある いは提示し た） 点数を付与する 方式で

ある 。  
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 ② 判定方式（ 定性的評価）  

 こ の方式は、 数値化が困難な評価項目の性能に関し て、 ２ 段階、 ３ 段階等の階層と そ

の判断基準を設け、 入札参加者ごと の性能等が該当する 階層を判定し 、 それに応じ た点

数を付与する 方式である 。  

 例えば、 ３ 階層（ 優・ 良・ 可） 判定では、 「 優」 に該当する 者には満点、 「 良」 に該

当する 者にはその５ ０ ％、 「 可」 には０ 点を付与する 。  

 ま た、 ４ 階層（ 秀・ 優・ 良・ 可） 判定などについても 同様と する 。  

 

 ③ 順位方式（ 定性的評価）  

 こ の方式は、 数値化が困難な評価項目の性能に関し て、 入札参加者を順位付けし 、 順

位によ り 点数を付与する 方式である 。  

 標準的には、 入札参加者の最上位の者に満点を、 最下位の者に０ 点を付与し 、 中間の

者には均等に按分し て点数を付与する 方式である 。  

 

（ ３ ） 評価得点の配分 

 複数の評価項目を設定する 際には、 各評価項目間の重み付け（ 設定する 項目間の配分）

が必要である 。  
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４ －４  評価内容の担保 

 

 総合評価においては、 技術提案の評価が価格以外の要素と し て落札者の決定に直接関

係し ている ため、 落札者決定に反映さ れた技術提案について、 その履行を確保する ため

の措置や履行でき なかっ た場合の措置を 講じ 、 評価内容の担保を 図る も のと する 。  

 

４ －４ －１  履行の確保 

  落札者の提案内容（ 性能等） については、 以下に示す措置を 講じ る も のと する 。  

（ １ ） 落札者の提示し た性能等については、 契約書にその内容を 記載し 、 その履行を確

保する 。  

（ ２ ） 工事の監督・ 検査に当たっては、 評価し た性能等の内容を 満たし ている こ と を確

認する 。  

（ ３ ） 提案内容の履行の確認は、 適切な時点で適宜実施し 、 その確認の方法、 頻度等に

ついては、 受発注者間で、 可能な範囲で合意し ておく も のと する 。  

 

４ －４ －２  履行でき なかっ た場合の措置 

   受注者の責めによ り 提案内容の不履行等が認めら れた場合、 工事成績評点を 減ずる

措置（ １ つの不履行に対し て、 マイ ナス ５ 点） を行う と と も に、 併せて以下の措置を

行う も のと し 、 入札説明書等において明ら かにする も のと する 。  

（ １ ） 再度の施工が可能な場合は、 再度の施工の義務がある こ と 。  

（ ２ ） 性能等に関わる 提案が履行でき なかった場合で、 再度の施工が困難ある いは合理

的でない場合は、 損害賠償等を 行う こ と 。  

（ ３ ） 提出書類に虚偽の記載を し た場合等、 提案内容の履行状況が特に悪質と 認めら れ

指名停止要領に定める 措置要件に該当する 場合は、 指名停止の措置を行う こ と 。  

 

４ －５  入札公告手続 

 

 技術提案の評価に当たっては、 発注者が求める 技術提案の内容と 評価の方法が応札す

る 企業等に正し く 理解さ れる こ と で、 積極的な技術提案の促進を 図る と と も に、 技術提

案の募集内容や評価の方法等に疑義を残さ ないこ と が重要である 。  

 し たがっ て、 総合評価（ 技術提案） に関する 事項について、 入札公告等に明示する も

のと する 。  

 

４ －５ －１  入札公告 

入札公告には、 通常入札において公告し なければなら ない事項のほか、 次に掲げる

総合評価に関する 事項についても 公告する も のと する 。  

（ １ ） 総合評価競争入札の方法によ る 旨 

（ ２ ） 総合評価競争入札に係る 落札者決定基準 

（ ３ ） 技術提案書を 提出し 、 その内容が適正である こ と が必要である 旨 

（ ４ ） 技術提案の審査結果の通知に関する 事項 
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（ ５ ） 入札価格は、 適正と 認めら れた技術提案に基づいたも のでなければなら ない旨 

（ ６ ） 説明会を実施する 場合は、 その日時及び場所 

（ ７ ） 技術提案書の提出の期限、 部数、 方法及び場所 

（ ８ ） ヒ アリ ングを 実施する 場合は、 その日時及び場所 

（ ９ ） その他必要と 認める 事項 

 

４ －５ －２  入札説明書 

入札説明書には、 次に掲げる 総合評価（ 技術提案） に関する 事項についても 明示す

る も のと する 。  

（ １ ） 技術提案の審査に当たっ ては、 施工の確実性、 安全性、 費用等について評価する

こ と 。  

（ ２ ） 技術提案の審査の結果は、 入札参加資格の審査の結果の通知と と も に、 別途書面

によ り 通知する こ と 。 こ の場合において、 技術提案の審査の結果、 当該技術提案の

内容が適正でないと 認めら れたも のについては、 当該書面にその理由を 付する こ と 。 

（ ３ ） 技術提案については、 その後の工事において、 その内容が一般的に使用さ れる 状

態になっ た場合には、 無償で使用でき る も のと する こ と 。 ただし 、 工業所有権等の

排他的権利を 有する 提案については、 こ の限り でないこ と 。  

（ ４ ） 技術提案を 適正と 認める こ と によ り 、 設計図書において施工方法等を 指定し ない

部分の工事に関する 建設業者の責任が軽減さ れる も のでないこ と 。  

（ ５ ） 提案内容に不履行が認めら れた場合、 工事成績評点を 減ずる 措置（ １ つの不履行

に対し て、 マイ ナス ５ 点） を行う こ と 。  

（ ６ ） 性能等に関わる 提案が履行でき なかった場合で、 再度の施工が可能な場合は、 再

度の施工を行わせる こ と 。ま た、再度の施工が困難ある いは合理的でない場合等は、

損害賠償等を 行う こ と がある こ と 。  

（ ７ ） 提出書類に虚偽の記載を し た場合においては、青森県建設業者等指名停止要領（ 平

成２ 年６ 月 28 日青監第 633 号） に基づく 指名停止を 行う こ と がある こ と 。  
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４ －６  技術提案の審査と 総合評価 

 

４ －６ －１  技術提案の審査 

技術提案等の審査に関し ては、 入札説明書に明示し た性能等に関する 評価項目及び評

価基準に基づき 、 公正かつ公平な審査を 通じ て適切に行う 。 ま たその提案が担保でき る

内容のも のである かについて審査を 行う 。  

 審査等の公正さ を 確保する ため、 審査の結果、 技術提案を 適正と 認めら れなかっ た申

込者に対し て発注者は、 その者の要請に応じ て理由を 説明する も のと する 。  

 なお、 簡易型Ⅱの自己評価方式を 除き 、 技術提案の内容が発注者の要求要件に対し て

不明確である 等、 提案内容の確認が必要な場合には、 ヒ アリ ング等を 実施し 、 相互に不

明確な部分を 解消し た上で評価を行う 。  

 

４ －６ －２  総合評価及び落札者の決定 

 技術提案の評価は、 あら かじ め設定し た評価項目及び評価基準に従っ て実施する 。  

 総合評価を 行う にあたっては、 次の要件を満足し ている か否かを確認する 。  

・ 入札公告に定めた必要要件を 満たし 、 無効でないこ と 。  

・ 入札価格が予定価格の範囲内である こ と 。  

・ 調査基準価格未満の入札があった場合、 低入札価格調査で失格になら ないこ と 。  

 

    評価値 ＝ 価格評価点 ＋ 価格以外の評価点 

 

 こ れら の要件を ク リ アし ている も のの中から 、 最も 評価値が大き い入札者を落札者と

し て決定する 。 最も 評価値が大き い入札者が、 ２ 者以上ある と き は、 く じ 引き で落札者

を 決定する 。  

 

４ －６ －３  中立かつ公正な審査・ 評価の確保 

 総合評価落札方式の適用に当たっ ては、 発注者の恣意性を 排除し 中立かつ公正な審

査・ 評価を 行う こ と が重要である 。  

 こ のため地方自治法施行令の規定によ り 、 落札者決定基準を 定めよ う と する と き は、

あら かじ め２ 人以上の「 総合評価審査員」 よ り 意見を 聴取する こ と と する 。  

 ま た、 標準型及び簡易型Ⅰでの総合評価落札方式では、 落札者決定基準を 定めよ う と

する と き の意見聴取の際に、 当該基準に基づく 評価に高度な識見が必要と さ れる など の

理由から 、 発注者が必要である と 判断し た場合に限り 、 技術提案の評価結果についても

意見を 聴取する も のと する 。  

 なお、 技術提案については、 提案自体が各企業の知的財産である と いう 認識の下、 他

者に提案の内容に関する 事項が知ら れる こ と のないよ う 、 ま た、 提案者の了解を 得る こ

と なく 提案の一部のみを 採用する こ と のないよ う に配慮する も のと する 。  

 

４ －６ －４  自己評価申請書（ 様式０ ） の審査方法 

 総合評価落札方式【 簡易型Ⅱ】 においては、 書類及び審査の効率化を 図る ため、 入札
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者が評価項目の自己評価を実施する 自己評価方式を 試行的に実施する 。  

（ １ ） 自己評価申請書（ 様式０ ） によ る 申請の対象は簡易型Ⅱ（ 基本型、 若手等チャ レ

ンジ型） と する 。  

（ ２ ） 様式０ のエク セルフ ァ イ ルを 、 青森県電子入札シス テムの添付資料と し て競争入

札参加資格審査申請時にデータ で提出する 。  

（ ３ ） 提出後の修正、 差し 替えは不可と する 。  

（ ４ ） 審査は、 自己評価点を 最高得点と し 、 減点方式によ り 行う 。  

（ ５ ） 各評価項目において、 申請内容に錯誤があった場合は、 過小評価については自己

評価点で評価（ 点数変更なし ） し 、 過大評価については最低点によ る 再評価（ ０ 点）

と する 。  

（ ６ ） 評価項目事前審査登録で提出済みの資料を 除き 、 申請内容を証明する 資料が提出

さ れない場合（ 不備を含む） は最低点によ る 再評価（ ０ 点） と する 。  
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５  技術提案の審査方法について  

 

５ －１  審査者について  

技術提案の審査については、 総括監督員、 主任監督員、 監督員のう ち３ 名で採点を行

う こ と と する 。 総括監督員は必ず審査に加わる こ と と し 、 残り の審査者については、 総

括監督員が指名し た監督職員が行う こ と と する 。  

 

５ －２  標準型の場合 

 

５ －２ －１  技術者の専門技術力及び当該工事の理解度・ 取組姿勢 

審査者は技術提案の内容に応じ て整数（ ０ ～３ 点） で採点し 、 審査者３ 名の採点合計

によ り 配点（ ０ ， ２ ， ４ 点） する 。  

審査者の採点 

評価 採点 

秀 ３ 点 

優 ２ 点 

良 １ 点 

可 ０ 点 

※提案内容は適切である が、 工夫が見ら れない提案に対し ては可（ ０ 点） で評価する 。 

 

審査者３ 名の採点合計によ る 配点 

配点 審査者３ 名の採点合計 

４ 点 ８ ， ９ 点 

２ 点 ５ ， ６ ， ７ 点 

０ 点 ０ ， １ ， ２ ， ３ ， ４ 点 

  

５ －２ －２  技術者のコ ミ ュ ニケーショ ン能力 

審査者は技術提案の内容に応じ て採点（ ０ ， ２ 点） し 、 審査者３ 名の採点合計によ り

配点（ ０ ， ２ 点） する 。  

審査者の採点 

評価 採点 

優 ２ 点 

可 ０ 点 

※提案内容は適切である が、 工夫が見ら れない提案に対し ては可（ ０ 点） で評価する 。 

 

審査者３ 名の採点合計によ る 配点 

配点 審査者３ 名の採点合計 

２ 点 ４ ， ６ 点 

０ 点 ０ ， ２ 点 
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５ －２ －３  施工計画（ 施工計画の適切性）  

審査者は技術提案の内容に応じ て整数（ ０ ～３ 点） で採点し 、 審査者３ 名の採点合計

によ り 配点（ ０ ， １ ０ ， ２ ０ 点） する 。  

審査者の採点 

評価 採点 

秀 ３ 点 

優 ２ 点 

良 １ 点 

可 ０ 点 

※提案内容は適切である が、 工夫が見ら れない提案に対し ては可（ ０ 点） で評価する 。 

 

審査者３ 名の採点合計によ る 配点 

配点 審査者３ 名の採点合計 

２ ０ 点 ８ ， ９ 点 

１ ０ 点 ５ ， ６ ， ７ 点 

０ 点 ０ ， １ ， ２ ， ３ ， ４ 点 

 

５ －２ －４  総合的なコ ス ト 、 工事目的物の性能・ 機能、 社会的要請 

審査者は技術提案の内容に応じ て設定項目（ １ ～３ 項目） ごと に整数（ ０ ～３ 点） で

採点し 、 審査者３ 名の採点合計を用いた算定式によ り 導いた値の小数第１ 位を四捨五入

によ り 整数にし 、 配点（ ０ ～２ ０ 点） する 。  

審査者の採点 

評価 採点 

秀 ３ 点 

優 ２ 点 

良 １ 点 

可 ０ 点 

※提案内容は適切である が、 工夫が見ら れない提案に対し ては可（ ０ 点） で評価する 。 

 

（ 算定式）  

技術評価の配点 ＝ ３ 名の採点合計／（ 設定項目数×３ 名×３ ） ×２ ０ （ 満点）  

 

 

 

５ －３  簡易型Ⅰの場合 

 

５ －３ －１  施工計画の実施手順の妥当性 

工事の手順が適切であり 、工夫が見ら れる 場合、審査者は提案の内容に応じ て整数（ ０

～３ 点） で採点し 、 審査者３ 名の採点合計によ り 配点（ ０ ～３ 点） する 。  
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審査者の採点 

評価 採点 

秀 ３ 点 

優 ２ 点 

良 １ 点 

可 ０ 点 

※工事の手順は適切である が、工夫が見ら れない提案に対し ては可（ ０ 点） で評価する 。  

 

審査者３ 名の採点合計によ る 配点 

配点 審査者３ 名の採点合計 

３ 点 ８ ， ９ 点 

２ 点 ５ ， ６ ， ７ 点 

１ 点 ２ ， ３ ， ４ 点 

０ 点 ０ ， １ 点 

 

５ －３ －２  発注者が指定し た施工上の課題への対応の適切性 

発注者が指定し た施工上の課題について、 審査者は提案の内容に応じ て指定項目ごと

に採点（ ０ ， ２ ， ４ ， ６ 点） する 。  

審査者３ 名の採点合計を 用いた算定式によ り 導いた値の小数第２ 位を 四捨五入し た

「 審査者３ 名の平均採点」 によ り 配点（ ０ ， ２ ， ４ ， ６ 点） する 。  

 

審査者の採点 

評価 採点 

秀 ６ 点 

優 ４ 点 

良 ２ 点 

可 ０ 点 

※提案内容は適切である が、 工夫が見ら れない提案に対し ては可（ ０ 点） で評価する 。 

 

（ 算定式）  

 審査者３ 名の平均採点 ＝ 審査者３ 名の採点合計／（ 指定項目数×３ 名）  

 

審査者３ 名の平均採点によ る 配点 

配点 審査者３ 名の平均採点 

６ 点 ５ 点～６ 点 

４ 点 ３ 点～５ 点未満 

２ 点 １ 点～３ 点未満 

０ 点 ０ 点～１ 点未満 
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令和 ８年 ７月 １日 


